
 

 

 

 

 

 

 

課題解決に向けた具体的な方策（４） 

   

 

 

 

 

 

令和６年４月 

青森市教育委員会 

 

 

不登校児童生徒への支援２

 

 

３ 校内教育支援センターの運営について  

役 職 役  割 

校長・教頭 

①校内教育支援センター（※以下「センター」）設置マニュアルを基にした共通理解。 

②センターの運営に係る教職員の役割の明確化。 

③センターの設置。 

教務主任 ①センター利用児童生徒対応の時間割作成。 

生徒指導主事 

及び 

教育相談担当 

①児童生徒、保護者への周知。 

②利用申請書の発行と受付。 

③センター利用児童生徒出欠一覧表作成。 

④不登校児童生徒の出欠の状況、支援状況の把握と整理。 

⑤組織的な支援体制の整備。 

（ケース会議の運営、センターの運営、関係機関との連携） 

特活部長 
①所属感・連帯感、成就感を味わわせる学校行事の計画と実践。 

（センター利用児童生徒の参加を考慮） 

学年主任 

及び 

学級担任 

①児童生徒の活動に係る自己決定の支援。 

②学年の不登校児童生徒の出欠と支援状況の把握。 

③児童生徒、保護者との信頼関係の構築。 

④保護者面談シートの活用とケース会議活用シート（不登校）、個別のプログラムの作成。 

⑤電話訪問や家庭訪問、オンライン面談の実施。 

教科担任 ①成就感を実感させる学習支援。（個々の状況に応じた補充と発展） 

養護教諭 
①養護教諭の特性を生かした専門的な視点での助言・支援。 

②児童生徒との教育相談。 

ＳＣ 
①子供や保護者の心のケアと対応についての教職員への助言・支援。（ケース会議への参加） 

②児童生徒との定期的な教育相談。 
 
 
 
 
 
 
 

すべての児童生徒の自己実現を果たせる居場所をつくるために 

４ 校内教育支援センターの運営に係るスケジュール 

（１） 年度始め ＜支援体制の確認＞ 
□教職員間でのマニュアルの共有       □教職員の役割分担        
□保護者案内の作成【参考資料：別紙】    □利用申請書の作成【参考資料：別紙】     
□児童生徒への周知（全校集会、学年集会等） □教室環境の整備         
□保護者への周知（授業参観日、保護者集会等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成 指導課 指導主事 猪股 典生 

ＴＥＬ ０１７－７１８－１８６９ 

ＦＡＸ ０１７－７１８－１３７２ 

（２） 学期中 ＜児童生徒理解と個別の支援＞ 
□利用児童生徒、保護者との面談       □利用児童生徒のケース会議 
□利用児童生徒の個別の支援         □学期中の取組の評価 
「個別のプログラムの作成と活用」  

（３） 長期休業中・年度末 ＜支援体制の振り返りと個別の支援＞ 
□支援体制の成果と課題の共有    
□利用児童生徒、保護者との面談 ※変容の共有（学習面、生活面） 
「個別のプログラムの見直し」   



１ 校内教育支援センターの設置 

２ 校内教育支援センターの一日のスケジュール 

（１） 登校前 
□前日の様子の確認 
□教室環境の確認 
 

 
 

（１） 設置の目的 
  
児童生徒一人一人の実態に応じて、学ぶ楽しさ、できる喜びを味わわせ、自己実現を果たせるよう

支援の充実を図るために設置する。 
 

※ 校内教育支援センターとは、学校には行けるけど自分のクラスには入れない時や、少し気持ちを落ち着か 

せてリラックスしたい時に利用できる、学校内の空き教室等を活用した部屋のことです。児童生徒のペー 

スに合わせて相談に乗ったり、学習のサポートをしたりする場所です。 

【文部科学省・『COCOLO プラン』・令和５年３月より】 

（２） 朝の会 
□出席状況の確認 
□個別の時間割の確認 
 

 
 

（３） 授業中 
□個別の学習支援 
□協働的な学びの設定 
□在籍学級との交流 
 

 

（４） 給食・休み時間 
□給食指導 
□学級担任との面談 
（取組状況の確認等） 
 
 

（５） 帰りの会 
□一日の振り返り 
□翌日の日程の確認 
□配布物の確認 
 

 

（６） 放課後 
□教育相談の実施 
□委員会活動への参加 
□部活動への参加 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（２） 支援内容 「個別のプログラムの作成と活用（自己決定と自己実現）」 
  
① 学習支援                   
  各教科の個別指導、遠隔授業への参加、AI型ドリル教材の活用、協働的な学び（制作活動等）                         
② 教育相談                    

 学級担任、養護教諭、スクールカウンセラーとの教育相談 
③ 交流支援 
  通常の授業や行事への参加、在籍学級の児童生徒との交流（学活、給食、休み時間等）  
④ 一時利用  

児童生徒の状況に応じて、保護者と連携した柔軟な対応 
 

②協働的な学びが可

能となるよう、交

流スペースの用意 

①個別のプログラム

を活用した学習

支援 

⑦利用児童生徒が

興味のありそう

な本を整備 

④児童生徒が入りや

すいような場所に

配置 

③センター内の装

飾は、児童生徒

が作成したなど

で装飾 

④AI型ドリルの他、授

業の進度に合わせた

各学年、各教科のプ

リントを用意 

①他の視線が気

になる児童生

徒への対応 

⑥児童生徒、保

護者の要望に

応じて、授業

を配信 

②一日の振り返り

シートに取組を

記入して下校 

①一人一人の校内

の居場所を共有

するためのシー

トの掲示 

⑤図工や美術、技術・

家庭、音楽、保体

の学習用具も準備 

②週予定、校内

教育支援セン

ター担当教師

の掲示 

③ホワイトボード

（黒板）を活用

した学習支援 

一人一人が安心して過ごせる温かい空間 学習環境 学習支援 その他 


